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★キーポイント
　　本事件は、キャラクターグッズにおける商標

的使用に関する侵害事件である。著名キャラク
ターのキャラクターグッズに、そのキャラク
ターがその作品中において発する言葉をその
キャラクターの図柄と共に付した場合に、そ
の言葉が自他商品識別標識として機能するのか、
商標としての使用に該当するか否かが問われた。

第１　事案の概要

　「ＢＥＬＬＯ」（上記、「本件商標１」及び「本件
商標２」）について商標権を有し、服飾雑貨の製造、
販売を業とする原告が、テーマパーク「ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパン」を運営する被告に対し、「Ｂ
ＥＬＬＯ」他の文言（下記「被告標章目録」記載の
各文言）を付したＴシャツ、インナー、帽子等のい
わゆるキャラクターグッズ（下記「被告商品目録」
記載の各商品）を販売する行為等が本件各商標権を
侵害する旨主張し、商標法第36条第１項に基づく被
告各商品の販売等の差止請求、同条第２項に基づく
被告各商品及びこれらに関する広告の廃棄請求、及
び、不法行為（本件各商標権の侵害）に基づく損害
金の支払を求めた事案である。

◆被告標章目録

 

◆被告商品目録（注：一部の商品のみ掲載）

　全25点（Ｔシャツ11点、インナー（腹巻付き毛糸
のパンツ）１点、トランクス３点、帽子２点、靴下
１点、フード付きトレーナー３点、トレーナー（ス
ウェット）１点、フード付きポンチョ３点）
・Ｔシャツ	 ・トランクス
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ャツ、インナー、帽子等のいわゆるキャラクターグッズ（下記「被告商品目録」記載の各商
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【原告が有する商標登録】

本件商標１ 本件商標２
商標見本

  

登録番号 第5316480号 第5163790号

商品の区分及び指定商品 第18類：犬の首輪、犬の胴着、キャリー
バッグ、リュックサック、ショルダー
バック、ウエストポーチ、財布、名刺
入れ、かばん
第25類：下着、トランクス、アンダー
ウエアー、洋服、帽子、手袋、マフ
ラー、ストール、バンダナ、耳覆い、
靴下

第25類：下着、トランクス、アンダー
ウエアー、アンダーパンツ、アンダー
シャツ、洋服、帽子

登録日 平成22年４月16日 平成20年９月５日
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商品の区
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第 18 類：犬の首輪，犬の胴着，キャリ

ーバッグ，リュックサック，ショルダー

バック，ウエストポーチ，財布，名刺入
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第 25 類：下着，トランクス，アンダー

ウエアー，洋服，帽子，手袋，マフラ

ー，ストール，バンダナ，耳覆い，靴下	
 

第 25 類：下着，トランクス，アンダーウ

エアー，アンダーパンツ，アンダーシャ

ツ，洋服，帽子	
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 平成 22年 4月 16 日	
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